
 

小 牧 市 ク ラ ウ ド Ｐ Ｂ Ｘ 及 び 携 帯 電 話 機 導 入 事 業 仕 様 書  

 

１  事 業 名  

 小 牧 市 ク ラ ウ ド Ｐ Ｂ Ｘ 及 び 携 帯 電 話 機 導 入 事 業  

２  事 業 目 的  

 本 事 業 は 、本 庁 舎 及 び 東 庁 舎 等 の 内 線 電 話 ネ ッ ト ワ ー ク を 刷 新 し 、

電 話 交 換 機 の ク ラ ウ ド 化 及 び 携 帯 電 話 機 の 導 入 に よ る 職 員 の 働 き

方 改 革 の 推 進 及 び 業 務 の 効 率 化 を 図 る こ と で 、市 民 サ ー ビ ス を 向 上

さ せ る こ と を 目 的 と す る 。  

３  業 務 概 要  

 （ １ ） ク ラ ウ ド Ｐ Ｂ Ｘ （ 通 話 録 音 機 能 を 含 む ） の 導 入  

 （ ２ ）庁 内 電 話 の モ バ イ ル 化 に 関 す る 環 境 構 築 及 び 機 器 導 入（ Ｆ

Ｍ Ｃ の 構 築 及 び 導 入 ）  

 （ ３ ）ク ラ ウ ド Ｐ Ｂ Ｘ の ほ か 、導 入 し た 携 帯 電 話 機 及 び 関 連 機 器

の 保 守 等  

４  契 約  

 本 事 業 に お け る 契 約 は 、 以 下 の ２ 契 約 と す る 。  

 （ １ ） ク ラ ウ ド Ｐ Ｂ Ｘ 及 び 携 帯 電 話 通 信 環 境 構 築 委 託  

・ ク ラ ウ ド Ｐ Ｂ Ｘ の 導 入  

・ 庁 内 電 話 の モ バ イ ル 化 に 関 す る 環 境 構 築 及 び 機 器 導 入 （ Ｆ Ｍ

Ｃ の 構 築 及 び 導 入 ）  

（ ２ ） ク ラ ウ ド Ｐ Ｂ Ｘ 及 び 携 帯 電 話 機 借 上  

 ・ ク ラ ウ ド Ｐ Ｂ Ｘ の ほ か 、 導 入 し た 携 帯 電 話 機 及 び 関 連 機 器 の

借 上 及 び 保 守 運 用  

５  期 間  

（ １ ） ク ラ ウ ド Ｐ Ｂ Ｘ 及 び 携 帯 電 話 通 信 環 境 構 築 委 託  

 契 約 開 始 日 か ら 令 和 ７ 年 １ ０ 月 ３ １ 日 ま で  

（ ２ ） ク ラ ウ ド Ｐ Ｂ Ｘ 及 び 携 帯 電 話 機 借 上  

使 用 開 始 月 か ら ５ 年 間 （ ６ ０ ヵ 月 ）  

※ 翌 年 度 以 降 に お い て 歳 入 歳 出 予 算 の 金 額 に つ い て 減 額 又 は 削

除 が あ っ た 場 合 は 、 当 該 契 約 は 解 除 す る 。  

６  業 務 対 象  

小 牧 市 役 所 庁 舎 （ 小 牧 市 堀 の 内 三 丁 目 １ 番 地 ）  



 

７  利 用 想 定  

（ １ ） 携 帯 電 話 端 末 は 、 本 庁 舎 及 び 東 庁 舎 職 員 が 使 用 す る 。 た だ

し 、職 員 が 自 宅 も し く は 外 出 中 で も 市 民 や 取 引 先 か ら の 電

話 対 応 を 行 う ほ か 、 学 校 施 設 （ ス マ ー ト フ ォ ン で 内 線 利 用

の み ） に お い て は 、 庁 舎 と の 連 絡 用 と し て 利 用 す る 。  

（ ２ ） 携 帯 電 話 機 は 内 線 番 号 機 能 を 有 し 、 庁 舎 内 外 で 内 線 、 外 線

通 話 を 行 う 。  

（ ３ ） 市 民 か ら の 入 電 に 対 し 、 効 率 よ く 応 対 す る た め 、 音 声 ガ イ

ダ ン ス に よ る 自 動 応 答 機 能 を 有 す る 。  

（ ４ ）市 民 や 取 引 先 と の 通 話 に お い て 、保 留 や 他 部 署 へ 転 送 す る 。 

（ ５ ） 0ABJ 番 号 及 び 0A0 番 号 の 外 線 発 着 信 に 対 し て 録 音 を 行 う 。 

（ ６ ）携 帯 電 話 機 の 内 線 及 び 外 線 を 設 定・管 理 で き る も の と す る 。

ま た 、 内 線 及 び 外 線 番 号 は 追 加 で き る も の と す る 。  

（ ７ ） ス ケ ジ ュ ー ル 機 能 等 に よ る 外 線 番 号 切 り 替 え 、 ま た は 自 動

応 答 に 切 り 替 え が 可 能 で あ る 。  

（ ８ ）固 定 電 話 機 が 必 要 と な っ た 場 合 に 設 置 対 応 で き る 機 能 を 有

す る こ と 。  

（ ９ ） 高 度 情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク 関 連 、 庁 舎 内 設 備 機 器 （ 機 械 警

備 設 備 機 器 、 消 防 用 設 備 機 器 ） は 既 設 Ｐ Ｂ Ｘ に 残 置 す る た

め 、 ク ラ ウ ド Ｐ Ｂ Ｘ へ の 接 続 は 任 意 と す る 。  

８  機 能 要 件  

 別 添 機 能 要 件 回 答 書 の と お り  

９  支 払 い 方 法  

（ １ ） ク ラ ウ ド Ｐ Ｂ Ｘ 及 び 携 帯 電 話 通 信 環 境 構 築 委 託  

ク ラ ウ ド Ｐ Ｂ Ｘ 及 び 携 帯 電 話 機 通 信 環 境 構 築 後 、 適 法 な 支 払

請 求 書 が 提 出 さ れ た 日 か ら ３ ０ 日 以 内 に 支 払 う も の と す る 。  

（ ２ ） ク ラ ウ ド Ｐ Ｂ Ｘ 及 び 携 帯 電 話 機 借 上  

ク ラ ウ ド Ｐ Ｂ Ｘ 及 び 携 帯 電 話 機 の 借 上 開 始 日 以 降 に 支 払 う も

の と す る 。 契 約 金 額 の 支 払 い は 毎 月 払 い と し 、 使 用 月 経 過 後 、

適 法 な 支 払 請 求 書 が 提 出 さ れ た 日 か ら ３ ０ 日 以 内 に 支 払 う も の

と す る 。 な お 、 分 割 払 い に よ り 、 １ 円 未 満 の 端 数 が 生 じ る 場 合

は 、 初 回 に 精 算 す る も の と す る 。  

１ ０  そ の 他 事 項  



 

本 業 務 の 実 施 に お い て 、疑 義 が 生 じ た と き 又 は 、本 仕 様 書 に 定 め

の な い 事 項 に つ い て は 、必 要 に 応 じ て 双 方 の 協 議 の 上 、定 め る も の

と す る 。  


